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第 6 回 安中市景観計画策定委員会 議事概要 

 

・開催日：令和3年9月22日（水） 

・出席委員：12名（欠席委員3名） 

・議事内容：次のとおり 

 

３ 議題 

 （１）第 5回景観計画策定委員会 開催報告 

○事務局（説明） 

 

○委員 

修正対応について、「指摘の通り」と「指摘を踏まえて」の作業上の違いはあるか。 

○事務局 

指摘を踏まえ検討した結果修正した点は、「踏まえて」、指摘の通り修正した点は、

「通り」とした。 

 

○委員 

「鎌倉街道」については 1箇所のみ追加とした理由は何か。 

○事務局 

関係課に取組実施の事実関係を確認し、反映可能な部分に追記した。 

「歴史の道整備」は既に行われている事業名であり、東山道・鎌倉街道はその事業

の対象にはなっていない。 

○委員 

文化財として残っている東山道、鎌倉街道を法的な網をかけて残そうというのが景

観条例の本来の目的だと思う。その点を記載しないのであれば景観条例を作る意味が

ない。 

○委員長 

13 ページは現状の説明であり、鎌倉街道に関してのこれからの取り組みをどうし

ていくのかという話は別の箇所で触れられていれば問題ないのかなと思う。その他の

点はどうか。 

○事務局 

14ページでは、東山道・鎌倉街道は現状あまり残っておらず、景観資源として感じ

られる部分というのが多くないため取り上げていない。 

65ページで、国道 18 号自体が古代の東山道や近世の中山道の歴史を受け継いでい

るとの旨を追記した。 

○事務局 

東山道は、安中市内の中でどこを通っていたか解明されていないため、景観資源と
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してはっきり記載できないです。中山道自体が東山道の歴史を受け継いでおり、国道

18号や上信越自動車道の東西の交通としてつながっていると整理した。 

○委員 

東山道は安中高校から旧国道 18 号とバイパスとの間を通過していると推定された

が、発掘されていない。 

○委員長 

景観資源として残っている、残っていないという話はあるにせよ、中山道や旧鎌倉

街道、東山道、それぞれの関係性みたいなものがしっかりと書かれていたほうが良い

と思う。 

○事務局 

加筆を検討する。 

 

○委員 

9ページに「総合計画・都市 MP」とあるが、都市計画マスタープランと記載した方

が良い。 

13 ページ、花と緑のクリーン作戦について、「住民の団体や企業による環境美化活

動を支援しています」というところで、企業には補助金を出していないため修正する

こと。 

 

 （２）景観計画 検討案について 

○委員 

比較表の左側に項目名称を入れた方が良い。 

 

○委員 

「配慮します」「防ぎます」「目指します」「検討します」「促進します」「活かします」

「育てます」という項目で書かれているのですが、語尾を統一した方が良い。 

○事務局 

実施主体や地区がそれぞれ異なるため、表現を変えている。 

○委員 

過去あるものは保全する、今あるものは活かす、これから未来のものは育てる・目

指すという書き方とした方が良いと思う。 

○委員長 

方針と行為の表現が混在しているように思うので精査してほしい。 

○事務局 

承知した。 

 

○委員長 

例えば工業地地区で「大規模な工場や倉庫は外周への植栽や建物の色彩に工夫によ
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り、圧迫感や威圧感を与えないよう周辺との調和に配慮します」とあるが、これも配

慮するではなく、どういう景観を作っていくのか、育てるのか、守るのかというとこ

ろを書いたほうが良い。 

 

○委員 

道路照明に関する記載が商業地地区と農地・集落地地区だけに入っているため、精

査すること。 

 

○委員長 

中山道沿道特有の何か記述とか方針は、沿道地区のところで記述をしたほうが良い。 

○事務局 

承知した。それぞれの地区について、ベースとなる 1～5 に沿道型がさらに重なる

点が分かるよう説明を追加する。 

 

４ その他 

 （１）今後のスケジュール 

○委員 

都市計画マスタープランと景観条例はどちらが上位の位置づけなのか。 

○事務局 

景観計画は都市計画マスタープランに即して検討している。 

景観計画で記載しているルールなどを運用していくために条例を定める形となる。 

○委員長 

具体的なルールや考え方は計画に記載し、それを運用する手続きに関して条例で位

置づけている。 

 

○委員 

上位計画との不整合が出た場合はどうするのか。 

○事務局 

市の最上位計画は総合計画である。景観計画の検討については庁内検討委員会に諮

りながら進めており、不整合が生じないように調整している。 

 

○委員 

パブリックコメントはインターネットでも意見募集を行うのか。 

○事務局 

インターネットでも意見募集を行う予定である。 

５ 閉会                               以上 


